
  

1 

○
環
境
省
令
第 

 
 

号 
環
境
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
及
び
環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
を

実
施
す
る
た
め
、
環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年 

 

月 
 

 

日 

環
境
大
臣 

原
田 

義
昭 

環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

環
境
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 
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改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 
第
一
章 

内
部
部
局  

 

第
一
節 
大
臣
官
房
（
第
一
条
―
第
七
条
）  

 

第
二
節 
地
球
環
境
局
（
第
八
条
―
第
十
条
）  

 

第
三
節 

水
・
大
気
環
境
局
（
第
十
一
条
―
第
十
四
条
）  

 

第
四
節 

自
然
環
境
局
（
第
十
五
条
―
第
二
十
条
）  

 

第
五
節 

環
境
再
生
・
資
源
循
環
局
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）  

第
二
章 

施
設
等
機
関
（
第
二
十
四
条
）  

第
三
章 

地
方
支
分
部
局
（
第
二
十
五
条
）  

第
四
章 

原
子
力
規
制
委
員
会
（
第
二
十
六
条
）  

第
五
章 

環
境
省
顧
問
（
第
二
十
七
条
） 

 

（
企
画
評
価
・
政
策
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室
、
環
境
研
究
技
術
室
及
び
環
境
教

育
推
進
室
並
び
に
調
査
官
）  

第
三
条 

総
合
政
策
課
に
、
企
画
評
価
・
政
策
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室
、
環
境
研

究
技
術
室
及
び
環
境
教
育
推
進
室
並
び
に
調
査
官
一
人
を
置
く
。  

２ 

企
画
評
価
・
政
策
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

３ 

企
画
評
価
・
政
策
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

４ 

環
境
研
究
技
術
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
一
章 

内
部
部
局  

 

第
一
節 

大
臣
官
房
（
第
一
条
―
第
八
条
）  

 

第
二
節 

地
球
環
境
局
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）  

 

第
三
節 

水
・
大
気
環
境
局
（
第
十
二
条
―
第
十
五
条
）  

 

第
四
節 

自
然
環
境
局
（
第
十
六
条
―
第
二
十
一
条
）  

 

第
五
節 

環
境
再
生
・
資
源
循
環
局
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
）  

第
二
章 

施
設
等
機
関
（
第
二
十
五
条
）  

第
三
章 

地
方
支
分
部
局
（
第
二
十
六
条
）  

第
四
章 

原
子
力
規
制
委
員
会
（
第
二
十
七
条
）  

第
五
章 

環
境
省
顧
問
（
第
二
十
八
条
） 

 

（
政
策
評
価
室
及
び
環
境
研
究
技
術
室
並
び
に
調
査
官
）  

 

第
三
条 

総
合
政
策
課
に
、
政
策
評
価
室
及
び
環
境
研
究
技
術
室
並
び
に
調
査

官
一
人
を
置
く
。  

２ 

政
策
評
価
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

  
一
～
三 

（
略
） 

３ 

政
策
評
価
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

４ 

環
境
研
究
技
術
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 
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一
～
四 

（
略
） 

 
五 

地
球
環
境
保
全
等
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
試
験
研
究
機
関
の
経
費

（
大
学
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
第
八
条

第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
関
係
行
政
機
関
の
試
験
研
究
委

託
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。 

 

六
・
七 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

６ 

環
境
教
育
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。  

一 

環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

に
関
す
る
こ
と
（
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
業
者
及
び
国
民
の
理
解
を
深

め
る
た
め
の
教
育
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
学
習
の
振
興
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
環
境
教
育
等
の
振
興
」
と
い
う
。
）
並
び
に
国
民
又
は
営
利
を
主

た
る
目
的
と
し
な
い
民
間
の
団
体
が
自
発
的
に
行
う
環
境
の
保
全
に
関
す

る
活
動
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
非
営
利
環
境
保
全
活
動
」
と
い
う
。

）
の
促
進
に
係
る
も
の
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
。  

 

二 

環
境
の
保
全
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

（
環
境
教
育
等
の
振
興
及
び
非
営
利
環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
係
る
も
の

（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
。 

 

三 

環
境
省
の
所
掌
に
係
る
環
境
教
育
等
の
振
興
及
び
非
営
利
環
境
保
全
活

動
の
促
進
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。  

一
～
四 

（
略
） 

 

五 

地
球
環
境
保
全
等
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
試
験
研
究
機
関
の
経
費

（
大
学
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
第
九
条

第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
関
係
行
政
機
関
の
試
験
研
究
委

託
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。 

 

六
・
七 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

（
新
規
） 
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四 

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
行
う
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生

保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
第
三
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る

こ
と
。 

 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
事

務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
環
境

の
保
全
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら

の
基
準
、
指
針
、
方
針
、
計
画
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「

基
準
等
」
と
い
う
。
）
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
教
育
等
の
振
興
及

び
非
営
利
環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
係
る
も
の
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
。 

  

７ 

環
境
教
育
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

８ 

（
略
） 

 

（
地
域
循
環
共
生
圏
推
進
室
及
び
計
画
官
）  

第
四
条 

環
境
計
画
課
に
、
地
域
循
環
共
生
圏
推
進
室
及
び
計
画
官
一
人
を
置

く
。 

２ 

地
域
循
環
共
生
圏
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
（
大
気
を
構
成
す
る
気
体

で
あ
っ
て
、
地
表
か
ら
の
赤
外
線
を
吸
収
し
、
及
び
こ
れ
を
放
射
す
る
性

質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
基

準
等
の
策
定
及
び
規
制
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
規
制
等
」

           

（
新
規
） 

６ 

（
略
） 

 

（
企
画
官
及
び
計
画
官
）  

第
四
条 

環
境
計
画
課
に
、
企
画
官
及
び
計
画
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。  

 

２ 

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
環
境
計
画
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
特
定
事

項
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 
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と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
（
地
球
温
暖
化

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

地
方
公
共
団
体
が
行
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る
施
策
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
（
平
成
四
年
法
律
第
百
十
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。 

三 

環
境
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
務

の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
環
境
計
画
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
地

域
に
お
け
る
環
境
の
保
全
の
た
め
の
取
組
の
推
進
に
関
す
る
事
務
に
関
す

る
こ
と
。 

３ 

地
域
循
環
共
生
圏
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

４ 

計
画
官
は
、
環
境
基
本
計
画
（
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一

号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
（
地

域
循
環
共
生
圏
推
進
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る

。 

  

（
削
る
） 

  

            

（
新
設
） 

３ 

計
画
官
は
、
環
境
基
本
計
画
（
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一

号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
計
画
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。 

  

（
環
境
教
育
推
進
室
）  

第
五
条 
環
境
経
済
課
に
、
環
境
教
育
推
進
室
を
置
く
。  

２ 

環
境
教
育
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。  

 

一 

環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
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第
五
条
～
第
七
条 

（
略
） 

 

に
関
す
る
こ
と
（
環
境
の
保
全
に
関
す
る
教
育
及
び
学
習
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
環
境
教
育
等
」
と
い
う
。
）
の
振
興
並
び
に
国
民
又
は
そ
の

組
織
す
る
営
利
を
主
た
る
目
的
と
し
な
い
民
間
の
団
体
が
自
発
的
に
行
う

環
境
の
保
全
に
関
す
る
活
動
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
自
発
的
活
動
」

と
い
う
。
）
の
促
進
に
係
る
も
の
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
。  

 

二 

環
境
の
保
全
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

（
環
境
教
育
等
の
振
興
及
び
自
発
的
活
動
の
促
進
に
係
る
も
の
（
他
局
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
。 

 

三 

環
境
省
の
所
掌
に
係
る
環
境
教
育
等
の
振
興
及
び
自
発
的
活
動
の
促
進

に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。  

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
事

務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
環
境

の
保
全
が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら

の
基
準
、
指
針
、
方
針
、
計
画
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「

基
準
等
」
と
い
う
。
）
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
教
育
等
の
振
興
及

び
自
発
的
活
動
の
促
進
に
係
る
も
の
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
。  

３ 
環
境
教
育
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。  

 

第
六
条
～
第
八
条 

（
略
） 
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（
低
炭
素
社
会
推
進
室
、
脱
炭
素
化
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
調
査
室
及
び
気

候
変
動
適
応
室
）  

第
八
条 
総
務
課
に
、
低
炭
素
社
会
推
進
室
、
脱
炭
素
化
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研

究
調
査
室
及
び
気
候
変
動
適
応
室
を
置
く
。 

２ 

低
炭
素
社
会
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

地
球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
防
止
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立

案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

（
略
） 

三 

我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
及
び
吸
収
量
の

算
定
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

   

３ 

（
略
） 

４ 

脱
炭
素
化
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

５ 

脱
炭
素
化
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
調
査
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

（
削
る
） 

（
低
炭
素
社
会
推
進
室
及
び
研
究
調
査
室
並
び
に
調
査
官
）  

 

第
九
条 

総
務
課
に
、
低
炭
素
社
会
推
進
室
及
び
研
究
調
査
室
並
び
に
調
査
官 

一
人
を
置
く
。 

２ 

低
炭
素
社
会
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

地
球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

球
温
暖
化
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
防
止
に
関
す

る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ

と
。 

二 

（
略
） 

三 

我
が
国
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
（
大
気
を
構
成
す
る
気
体

で
あ
っ
て
、
地
表
か
ら
の
赤
外
線
を
吸
収
し
、
及
び
こ
れ
を
放

射
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
及

び
第
六
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
排
出
量
及
び
吸
収
量

の
算
定
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

３ 

（
略
） 

４ 

研
究
調
査
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。  

  

一
～
四 

（
略
） 

５ 

研
究
調
査
室
に
、
室
長
を
置
く
。  

６ 

調
査
官
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
並
び
に
企
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６ 
気
候
変
動
適
応
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 
気
候
変
動
適
応
（
気
候
変
動
適
応
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
気
候
変
動
適
応
を
い
う
。
次
号
及
び
第
四
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に

推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

気
候
変
動
適
応
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。 

 

三 

気
候
変
動
適
応
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
気
候
変
動
適
応
を
目
的
と
す
る

事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
。 

７ 

気
候
変
動
適
応
室
に
、
室
長
を
置
く
。 

  

（
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
室
及
び
フ
ロ
ン
対
策
室
並

び
に
事
業
監
理
官
） 

第
九
条 

地
球
温
暖
化
対
策
課
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室
、
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
室
及
び
フ
ロ
ン
対
策
室
並
び
に
事
業
監
理
官
一
人
を
置
く
。 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

フ
ロ
ン
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る

基
準
等
の
策
定
及
び
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー

画
及
び
立
案
を
行
う
。 

（
新
設
） 

          

（
新
設
） 

  

（
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
室
及
び
フ
ロ
ン
対
策
室
並

び
に
事
業
監
理
官
） 

第
十
条 

地
球
温
暖
化
対
策
課
に
、
地
球
温
暖
化
対
策
事
業
室
、
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
室
及
び
フ
ロ
ン
対
策
室
並
び
に
事
業
監
理
官
一
人
を
置
く
。 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 
フ
ロ
ン
対
策
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一 

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
関
す
る

基
準
等
の
策
定
及
び
規
制
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
規
制
等
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附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

ボ
ン
、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
、
六
ふ
っ
化
硫
黄
及
び
三
ふ
っ
化
窒
素

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。 

 

二 

（
略
） 

７
・
８ 

（
略
） 

 

第
十
条
～
第
二
十
七
条 
（
略
） 

 

」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
、
パ
ー

フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
、
六
ふ
っ
化
硫
黄
及
び
三
ふ
っ
化
窒
素
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
。 

二 

（
略
） 

７
・
８ 

（
略
） 

 

第
十
一
条
～
第
二
十
八
条 

（
略
） 

 


